
６ 児童扶養手当支給額の切り替わりと就学支援金の申請について 

 児童扶養手当受給者は毎年８月に「現況届」を提出し、翌１年間の支給にかかる審査を受ける必要があり

ます。「塩尻市ひとり親家庭等高等学校等就学支援金」は、教材費等、対象品の購入時に児童扶養手当が全

部支給であることが条件となりますので、審査の結果児童扶養手当の支給額が切り替わり、購入した費用が

就学支援金の対象とならなくなることもありますので、児童扶養手当支給額の状況をよくご確認いただいて

から申請をお願いします。 

 

●児童扶養手当支給額切り替わりにおける申請パターン（例） 

 

（１）全部支給 から 一部支給 への切り替わりの場合 

 

 

 

 

 

      ➡②は購入時に一部支給のため対象外です。 

 

（２）一部支給 から 全部支給への切り替わりの場合 

 

 

 

 

 

     ➡①は購入時に一部支給であるため対象外です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

お問い合わせ先：〒399-0786 塩尻市大門七番町３番３号 

塩尻市役所 こども教育部こども未来課こども未来応援係 

                                   （直通）0263-52-7313  

                                      令和６年４月１日 

塩尻市では、ひとり親家庭等のお子さんを対象に高等学校等の就学にかかる費用（教材費、通学費）

の一部を助成する制度を実施しています。 

 

１ 制度の対象となる方 

対象要件 

・塩尻市内に住所を有する方 

・児童扶養手当が全部支給である方※ 

・お子さんが長野県内の高等学校等に通学している方 

・母子父子寡婦福祉資金貸付または生活保護費を受給していない方 

※ただし、対象教材等の購入時点で児童扶養手当が全部支給であることが必要です。 

   購入時点での児童扶養手当証書をご用意ください。 

２ 対象となる費用 

※ 次の期限までに申請してください。 

・教材費：購入日から１年を経過する日、または、教材を使用する学年の年度末、 

のいずれか早い日の間 

・通学費：通学定期乗車券等の有効期限の日が属する年度の末日まで 

（有効期限が年度の末日を超える場合は、翌年度の末日） 

●対象とならない費用の例 

 ≪教材費≫ 

   ・個人で購入した参考書などの教材費    ・文具やノート、ファイル代 

   ・授業料や施設運営費           ・制服や運動靴、運動着などの経費 

 ・実習等に使用する資材費や模試受講費   ・クラス費や研修参加費、負担金等 

 ≪通学費≫・タクシーを利用した通学に要する費用    

教 材 費 通 学 費 

・ 教科書の購入費 

・ ワークブック等の副教材の購入費 

※いずれも、学校が指定した教材を購入したも

のに限ります。 

・鉄道やバスなどの公共交通機関を利用して通

学する場合の通学定期乗車券等（回数券は除

く）の購入費 

※定期券・Suica・モバイル Suica 等の購入時

の写し（購入日などの詳細）が必要となりま

す。 

 

   

 

 

11 月 

切り替え 

→ 全部支給 一部支給 

 

 

② １2 月購入 

① 4 月購入 

 

 

3 月３１日までに申請 

11 月 

切り替え 

→ 全部支給 一部支給 ① 4 月購入 

② 12 月購入 3 月３１日までに申請 



３ 支給額 

教材費：教材費の購入に要した費用（ただし、上限１５，０００円） 

通学費：通学定期乗車券等の購入費用の２分の１の額（ただし、上限２０，０００円） 

    ※通学で利用する区間のものに限ります。 
いずれの申請も同一人につき、１学年ごとに上限を満たすまで申請可能となります。 

 

４ 手続きの方法 

  市こども未来課窓口で就学支援金の支給申請をしてください。 

審査の結果、支給が決定した方へ「支給決定通知書」が交付され、指定の口座へ後日振り込まれます。 

 

《支給申請に必要なもの》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証 

 

●申請手続き上の注意 

①審査の結果、実際の支給額が申請額と異なる場合や、支給ができない場合等がありますので、ご了承く

ださい。また、書類の不備等がある場合、追加で提出をお願いすることがあります。 

②この就学支援金は、高等学校等へ通う児童等がその就学にかかる教材費及び通学費に限り支給されます。

その他の目的に使用するものにかかる経費は、支給されません。 

③対象児童が卒業や途中退学等により高等学校等の生徒でなくなった後での申請も可能ですが、その場合

購入費用は在学時に使用した分のみが支給対象となります（例：通学定期乗車券の有効期限が卒業後ま

である場合、卒業年度の３月３１日までの日数で日割り計算して算出された費用を就学支援金の対象と

する）。 

５ 支払証明書類の例 

教材費及び通学費を申請する際には、それらの支払いを証明する書類が必要になります。支払証明書類は 

次に示す見本を参考としてください。 

■■ 

 

（1）教材費 

 

（2）通学費 

 

共  通 

①児童扶養手当証書の写し（購入時のもの） 

※すでに返納している等により購入時の証書がない場合は、ご相談ください。 

②費用（教材費・通学費）を支払ったことがわかる書類（支払証明書類） 

③振込口座情報のわかるもの（通帳、カード等） 

④高等学校等に通う児童の学生証または在学証明書 

教 材 費 通 学 費 

教材の購入にかかる学校からの通知文や教材

の一覧表（教材の名称や金額、学校名、年度、

学年、氏名、購入日、などがわかるもの） 

 

通学定期乗車券等の写しまたは通学定期乗

車券等を購入した際の領収書（支払金額、区

間、区分、使用期間、購入日、氏名及び年齢

がわかるものに限る） 

 

※「フラットファイル」は教材ではないため、支給対象外です。 

見本 

氏名 

 

○通学費に関しての確認事項 

 【通学・区間・有効期間・金額・購入日・氏名・年齢】 

 

★Suica の場合： 

・購入したカードの写しを添付してください。 

★モバイル Suica の場合： 

 ・Suica の購入履歴（通学・区間・有効期間・料金・発行日等）

が分かる画面のスクリーンショット等を添付してください。 

★通学定期乗車券の場合： 

・定期券の写しを添付してください 

★領収書の場合： 

 ・通学・区間・有効期間・金額・購入日・氏名・年齢が発行元か

ら明記されたものを添付してください。 

見本 

学 

見本 

高 

選択科目の教材がある場合： 

  選択科目をチェックしてください。 

学校名、年度、学年、

購入日、氏名 

などがわかるもの 

 

見本 


